
亀山市告示第４２号 

亀山市市民活動応援交付金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年３月１６日 

亀山市長  櫻 井 義 之 

  

亀山市市民活動応援交付金交付要綱の一部を改正する告示 

  

亀山市市民活動応援交付金交付要綱（平成２５年亀山市告示第９７号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（応援金の交付申請） （応援金の交付申請） 

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ 前項の規定による応援券の交付申

請額は２０万円までとし、指定期間

は第１４条の規定により市が応援券

を発行した年度の翌年度の４月１日

から５月３１日までとする。 

２ 前項の規定による応援券の交付申

請額は３０万円までとし、指定期間

は第１４条の規定により市が応援券

を発行した年度の翌年度の４月１日

から５月３１日までとする。 

（地域まちづくり協議会の応援券の

使用方法等） 

（地域まちづくり協議会の応援券の

使用方法等） 

第２２条 地域まちづくり協議会は、

第２１条及び前条第２項の規定によ

り交付を受けた応援券を市民に配付

するための事業を２以上実施しなけ

ればならない。 

第２２条 地域まちづくり協議会は、

第２１条及び前条第２項の規定によ

り交付を受けた応援券を市民に配付

するための事業を１以上実施しなけ

ればならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

   附 則    附 則 



 （失効）  （失効） 

５ この告示は、令和１２年３月３１

日限り、その効力を失う。 

５ この告示は、令和８年３月３１日

限り、その効力を失う。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 様式第７号中「１ 申請交付枚数             枚」を 

「 

                         に、 

                        」 

「 

 

                                  を 

 

                                 」 

「 

 

 

 

 

 

                                  に、 

 

 

 

 

 

                                 」 

「１以上実施」を「２以上実施」に改める。 

 様式第８号中「１以上実施」を「２以上実施」に改める。 

 様式第８号の２中「３ 変更の理由」を 

１ 申請交付枚数             枚 

       （前年度実績       枚） 

市民に配付するための事業  

登録団体に依頼する事業又は

サービス 
 

 

 事業名等 配付・依頼枚数 

市民に配付するた

めの事業 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・     枚 

・     枚 

・     枚 

・     枚 

・     枚 

登録団体に依頼す

る事業又はサービ

ス 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・     枚 

・     枚 

・     枚 

・     枚 

・     枚 

合    計       枚 

 



「３ 変更の理由 

 ４ 変更して実施する事業と応援券の必要枚数について 

※追加交付を希望する場合はご記入ください。 
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                                    」 

改める。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

実施予定事業 必要とする応援券の枚数 

 

 

 

 

                     枚 
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